
16広報たかはし８月　vol.7117 広報たかはし８月　vol.71

情
報
コ
ー
ナ
ー

情
報
コ
ー
ナ
ー

情
報
コ
ー
ナ
ー

T
a

k
a

h
a

s
h

i C
ity

  IN
F

O
R

M
A

T
IO

N
生
活

敬
老
事
業
の
実
施
に
助
成

　

市
は
、
多
年
に
わ
た
り
地
域

社
会
に
尽
く
し
た
高
齢
者
の
長

寿
を
祝
い
実
施
す
る
敬
老
事
業

に
対
し
、
助
成
金
を
交
付
し
ま

す
。

　

助
成
金
の
交
付
を
希
望
さ
れ

る
団
体
等
の
代
表
者
は
、「
助

成
金
交
付
申
請
書
」
に
参
加
対

象
者
名
簿
を
添
え
て
、
事
業
実

施
日
ま
で
に
福
祉
課
へ
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。

　

申
請
書
は
、
福
祉
課
、
各
地

域
局
、
各
地
域
市
民
セ
ン
タ
ー

に
備
え
て
い
ま
す
。

▽
対
象
事
業
…
在
宅
の
高
齢
者

を
敬
う
事
業
。
た
だ
し
、
現
金

や
記
念
品
等
の
贈
呈
の
み
の
事

業
は
除
き
ま
す
。

▽
対
象
者
…
８
月
１
日
現
在
で

市
内
に
住
所
を
有
す
る
満
75
歳

以
上
の
人
お
よ
び
平
成
23
年
３

月
31
日
ま
で
に
満
75
歳
と
な
る

予
定
の
人

▽
助
成
金
の
交
付
額
…
対
象
者

の
う
ち
、
敬
老
事
業
に
参
加
さ

れ
た
人
数
に
１
０
０
０
円
を
乗

じ
て
得
た
金
額
の
範
囲
内

▽
支
給
要
件
…
①
９
月
か
ら
11

月
ま
で
の
期
間
内
に
実
施
さ
れ

る
事
業
②
敬
老
事
業
の
実
施
回

数
は
１
回
と
し
、
対
象
者
が
重

複
し
た
場
合
は
一
事
業
の
み
③

実
施
区
域
は
、
少
な
く
と
も
町

内
会
単
位
以
上
の
規
模
で
あ
る

こ
と
④
実
施
主
体
は
、
地
域
住

民
の
創
意
工
夫
に
よ
り
、
さ
ま

ざ
ま
な
地
域
内
の
団
体
・
グ

ル
ー
プ
等
を
対
象

■
問
い
合
わ
せ　

福
祉
課
高
齢

福
祉
係
（
☎
�
０
２
６
５
）

地
上
デ
ジ
タ
ル
対
応

チ
ュ
ー
ナ
ー
の
無
償
給
付

　

総
務
省
は
、
経
済
的
な
理
由

で
地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
が
受
信

で
き
な
い
世
帯
に
対
す
る
地
上

デ
ジ
タ
ル
放
送
対
応
チ
ュ
ー

ナ
ー
の
無
償
給
付
等
の
支
援
に

つ
い
て
、
申
込
期
限
を
12
月
28

日
㈫
ま
で
延
長
し
ま
し
た
。

　

ま
だ
、
申
請
し
て
い
な
い
支

援
の
対
象
と
な
る
世
帯
は
、
市

役
所
福
祉
課
（
☎
�
０
２
８

４
）、
各
地
域
局
に
備
え
て
あ

る
申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入

の
上
、
受
信
料
全
額
免
除
証
明

書
を
添
え
て
、
専
用
封
筒
で
総

務
省
地
デ
ジ
チ
ュ
ー
ナ
ー
支
援

実
施
セ
ン
タ
ー
に
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。

　

詳
細
は
、
５
月
号
16
㌻
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ　

総
務
省
地
デ

ジ
チ
ュ
ー
ナ
ー
支
援
実
施
セ
ン

タ
ー
（
☎
０
５
７
０

－

０
３
３

８
４
０
）

草
刈
機
や
電
気
柵
を

貸
し
出
し
て
い
ま
す

　

耕
作
放
棄
が
進
ん
で
い
く

と
、
イ
ノ
シ
シ
等
の
鳥
獣
害
が

ほ
か
の
農
地
に
及
ぶ
だ
け
で
な

く
、
害
虫
の
温
床
に
な
っ
て
地

域
の
生
活
環
境
も
悪
化
し
て
い

き
ま
す
。

　

高
梁
地
域
耕
作
放
棄
地
対
策

協
議
会
で
は
、
耕
作
放
棄
地
の

解
消
を
目
指
し
、
ハ
ン
マ
ー
ナ

イ
フ
モ
ア
（
自
走
式
草
刈
機
１

台
）、
草
刈
機
（
背
負
式
４
台
・

肩
掛
式
４
台
）、
電
気
柵
セ
ッ

ト
（
１
０
０
０
㍍
用
）
を
貸
し

出
し
ま
す
。
使
用
を
希
望
す
る

人
や
団
体
等
は
、
事
務
局
ま
で

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
台
数
に
限
り
が
あ
り

ま
す
の
で
、
希
望
者
多
数
の
場

合
は
先
着
順
と
な
り
ま
す
。

▽
対
象
…
市
内
の
耕
作
放
棄
地

の
解
消
に
取
り
組
む
団
体
・
個

人▽
条
件
…
耕
作
放
棄
地
10
㌃
以

上
を
解
消
、
活
用
で
き
る
こ
と

等▽
使
用
料
…
ハ
ン
マ
ー
ナ
イ
フ

モ
ア
（
最
長
10
日
間
）
３
０
０

０
円
、草
刈
機（
最
長
10
日
間
）

５
０
０
円
、電
気
柵
セ
ッ
ト（
最

長
１
年
間
）
１
万
円

■
問
い
合
わ
せ　

高
梁
地
域
耕

作
放
棄
地
対
策
協
議
会
事
務
局

（
農
林
課
内
☎
�
０
２
２
３
）、

ま
た
は
各
地
域
局

勤
労
者
融
資
制
度

　

一
時
融
資
を
必
要
と
す
る
勤

労
者
の
福
祉
向
上
を
図
る
た
め

の
融
資
制
度
が
あ
り
ま
す
。

▽
対
象
者
…
本
市
に
在
住
し
勤

務
す
る
人

▽
利
率
…
年
利
２
・
15
％
（
保

証
料
と
し
て
年
0.7
％
、
ま
た
は 

年
1.2
％
が
別
途
必
要
）

▽
使
い
道
…
生
活
費
用
全
般

例
車
購
入
資
金
、
教
育
資
金
な

ど▽
融
資
額
…
最
高
１
５
０
万
円

▽
返
済
期
間
…
最
長
５
年

▽
保
証
…
㈳
日
本
労
働
者
信
用

基
金
協
会

▽
担
保
…
不
要

▽
申
込
条
件
…
前
年
の
税
込
み

年
収
１
５
０
万
円
以
上
で
勤

続
、
居
住
年
数
１
年
以
上

　

な
お
、
融
資
に
は
審
査
が
あ

り
ま
す
。
詳
細
は
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
・
申
し
込
み　

中
国
労
働
金
庫
備
中
支
店
（
☎

�
１
１
１
２
）

道
路
の
使
用
に
つ
い
て

　

市
道
上
に
植
木
鉢
や
、
営
業

用
の
看
板
、自
動
販
売
機
な
ど
、

個
人
の
物
品
を
置
い
て
い
る
個

所
が
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

道
路
部
分
は
も
ち
ろ
ん
、
市

が
管
理
す
る
側
溝
部
分
も
市
道

と
な
る
の
で
、
市
道
部
分
に
私

物
を
置
く
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

歩
道
や
側
溝
に
こ
の
よ
う
な

も
の
が
置
い
て
あ
る
と
、
歩
行

者
の
障
害
に
な
る
な
ど
大
変
危

険
で
す
。

　

道
路
は
公
共
の
施
設
で
す
。

皆
さ
ん
が
安
全
・
安
心
に
利
用

で
き
る
よ
う
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

　

や
む
を
得
ず
、
道
路
や
側
溝

部
分
を
使
用
す
る
場
合
は
「
道

路
占
用
許
可
」
が
必
要
と
な
り

ま
す
の
で
、
建
設
課
へ
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ　

建
設
課
管
理

係
（
☎
�
０
２
３
２
）

備
中
松
山
城
跡
の

石
垣
崩
落
に
つ
い
て

　

７
月
14
日
～
15
日
の
豪
雨
に

よ
り
、
天
守
・
二
重
櫓
の
北
側

で
、
石
垣
が
一
部
崩
落
し
て
い

ま
す
。
天
守
・
二
重
櫓
ま
で
は

見
学
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

が
、
そ
れ
よ
り
先
は
危
険
な
た

め
、
現
在
、
立
ち
入
り
禁
止
と

し
て
い
ま
す
。

　

ご
迷
惑
を
お
掛
け
し
ま
す

が
、ご
理
解
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ　

社
会
教
育
課

文
化
係
（
☎
�
１
５
１
６
） 【お願い】�支払方法が口座振替の人は、振替日前に預金残高の確認をお願いします。

■問い合わせ　税務課収税係（☎�0215）、後期高齢者医療保険料は保険課健康保険係（☎�0258）

８月 納期限（口座振替日）のお知らせ
税（料）　　　目 期 納　期　限

（口座振替日） 〈予告〉９月の納期限（口座振替日）
・国民健康保険税（普通徴収／３期）
・介護保険料（普通徴収／３期）
・後期高齢者医療保険料（普通徴収／３期）
※納期限／口座振替日＝9/30㈭

市民税・県民税（普通徴収）

２期 ８/３１㈫
国民健康保険税（普通徴収）
介護保険料（普通徴収）
後期高齢者医療保険料（普通徴収）

国民年金 国民年金に加入する
　　人はどんな人？

強制加入する人
◎第１号被保険者
・20歳以上60歳未満の日本に住んでいる自営業者とそ�
　の配偶者、無職の人、学生など
◎第２号被保険者
・厚生年金や共済組合等に加入している人。ただし、65�
　�歳以上で老齢厚生年金（退職共済年金を含む）の受給権
者は除かれます。
◎第３号被保険者
・第２号被保険者に扶養されている配偶者（一般的にサラ�
　リーマンの妻など）で20歳以上60歳未満の人
※�平成16年の法改正により、平成17年３月以前の過去の
第３号被保険者の未届出期間を有する人は、年金受給者
も含めて届出することで第３号被保険者とされる特別措
置が設けられています。

任意加入する人

・日本に住んでいる60歳以上65歳未満の人
・20歳以上65歳未満の日本国民で海外に住んでいる人
・老齢（退職）年金の受給者で60歳未満の人
※�65歳までの任意加入によっても加入期間が足りないた
め老齢基礎年金を受給できない場合、昭和40年４月１
日以前に生まれた人に限り、65歳以上70歳未満の間、
国民年金に加入することができます。

�
■問い合わせ　
　市民環境課戸籍住民係（☎�0252）
　日本年金機構高梁年金事務所（☎�0572）


